
河合町告示第１２号 

 

河合町住宅リフォーム助成事業補助金交付要綱（平成２５年３月河合町告

示第３号）の一部を次のように改正する。  

 

  平成２８年  ４  月  ５  日  

              河合町長 岡 井 康 徳  

 

第４条中「２０万円」を「１０万円」に改める。  

 

附 則  

この要綱は、平成２８年７月１日から施行する。  


